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１. 市民広場における搬入・搬出について 

市民広場では、伊丹市役所の全ての利用者の安全を確保することを目的に、以下のルー 

ルを設けています。 

 
（１）搬入・搬出方法について 

① 搬入・搬出については、すべて東口を経由してください。庁舎内を通り抜けて搬入・

搬出を行うことはできません。 

② 車両は一方通行です。下図の通り、徐行してください。芝生の上は通行できません。 

（搬入・搬出の導線図） 

 

③ 搬入・搬出の際に、長大物がある場合は、必ず緩衝材で覆ってください。また壁面・

床面等に傷をつける恐れはある場合は、あらかじめ養生をお願いします。 

④ 荷物が荷崩れしないようバンド等で固定する等の対策を必ず行ってください。 

⑤ 搬入・搬出の作業、その他の作業ならびに利用に際し、伊丹市役所の施設内設備、

備品の破損、汚損、紛失（盗難含む）および施設利用者（通行人含む）に損害を与

えた場合は、速やかに翌開庁日に管財課及び後援・共催を行った所属職員まで連絡

してください（緊急の場合は守衛までお知らせください）。なお、搬入・搬出の作

業ならびに荷ほどき場における安全管理は、申請者または利用者の責任において実

施願います。 

⑥ 当方の過失によらない事故、事件等の損害については、一切の責任を負いかねます。 

⑦ 搬入・搬出に車両を利用する場合は、イベント企画書へ使用台数を記載してくださ

い。事前に通行許可証を受け取ってください。 

⑧ 搬入する物品のサイズに応じて、事前の現場の確認をお願いいたします。 

（２） 車両での入場方法について 

搬入・搬出に車両を利用する場合は、安全確保のため、以下のルールを設けています。 



① 市民広場に車両を入場させる場合は「通行許可証」の提出が必要となります。 

② 管財課から「通行許可証」を公布された場合のみ、市民広場へ車両を入場させることが

できます。 

③ 市民広場へ入場する車両のフロントガラスの目立つ場所に、必ず「通行許可証」を掲示

してください。掲示いただけない場合は、市民広場へ入場できません。 

④ 市民広場への車両入場開始時間は午前７時からとします。また、撤収時は午後１０時ま

でには車両を退場させてください。 （イベント開催時間は、午前 9 時から午後 9 時まで） 

⑤ 市民広場への搬入時及び搬出時は車止めを外し、搬入及び搬出が完了したら必ず元に戻

してから退場してください。 

⑥ 市民広場へ車両を入場・退場させる時は、２名以上を申請者側で配置し、安全に留意し

て搬入・搬出を行ってください。 

 
（３） 市役所の備品を利用する場合について 
① 市役所の備品を利用する場合は、イベント企画書の提出時に貸出備品リストを添付し

てください。 

② 市役所の備品を利用する場合は、イベント前の開庁日に管財課に鍵を取りに来てくだ

さい。備品は地下１階公用駐車場内の倉庫にあります。 

③ イベント当日に備品を運搬する際は、下記の経路で行ってください。運搬の際は、周り

の安全を確認して行ってください。車路での運搬はおやめください。 

  地下１階公用駐車場内に車両を進入させることはできません。 

④ 貸出備品リストにより事前に管財課で貸し出す備品を受渡棚に準備しております。当

日は受渡棚にある備品を持ち出してください。イベント終了後、持ち出した備品は汚れ

等を清掃し、受渡棚に返却してください。受渡棚については、下記を参照ください。 

 〇地下１階                    〇１階 

   
（４） 搬出後の退場について 

① 搬出終了後、原状復旧及び清掃を行い、芝生や備品等の損傷がないか確認のうえ退場し

てください。 

公用駐車場 

一般駐車場 

一般駐車場 

倉庫 

受渡棚 



② 拾得物は警察へ届けてください。 

③ 翌開庁日に管財課へ鍵と通行許可証の返却をお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２. イベント開催時の留意点について 

 
市民広場のイベント開催には、下記の通りルールを設けます。また、【１．市民広場におけ

る搬入・搬出について】と併せて、イベント開催に関わる全ての人に周知してください。 

・申請者は関係機関（消防署・保健所・警察署 ・税務署等）への届出（確認）を必ず行って 

 ください。また、許可証や届出の写しを提出してください。 

・貸出備品リストに記載の備品のみ貸出が可能です。その他の必要な物品は申請者で用意し 

てください。 

・市民広場ウッドデッキ部分は重たい機材等は置くことができません。また、車の通行やキ

ッチンカーを停められません。 

・庁舎内は使用できません。必要に応じて、守衛室前に誘導スタッフを配置し、利用者が庁

舎内に入ることを防止してください。 

・混雑が予想される場合は、誘導スタッフを配置し、利用者の導線の確保と滞留解消に努め

てください。 

・芝生の上には車両は入れません。 

・広場に杭は打てません。テント等を立てる場合は、飛ばないように重り等で対策してくだ 

さい。 

・ゴミはゴミ箱等を設置の上、申請者でお持ち帰りください。 

・庁舎の電気を使用する場合は、 【（３）電気を使用するイベント】のとおり、電気使用計画

書を提出してください。 

・水道は利用用途によっては利用可能ですので、必ず打合せ時までに申し出てください。ま

た、芝生に排水しないでください。 

 

（１）調理行為（飲食物販売、提供を含む）のあるイベント 

①提供内容、調理方法などについては、必ず伊丹市保健所に事前に相談し、適切な営業許 

可・届出等について適正に手続きを実施してください。また、手続きをした際は写しを 

提出してください。 

②カセットコンロは長時間使用しないでください。また、火気を扱う場合は消防署へ相談 

のうえ、申請者で消火器等の用意をお願いします。 

 ③アルコール類の提供を行う場合は事前に伊丹税務署（Tel：0570‐00‐5901）へご相談 

ください。 

  ④油を使用される場合は、敷物を敷く等地面や芝生が汚れないよう対応して下さい。 

⑤汁物を提供される場合は、水切りざるとバケツをご用意ください。 

⑥飲食用の水道はありません。 

⑦排水は有りません。市役所敷地内や洗面、トイレには絶対に流さないでください。汚水



は各店舗でお持ち帰りください。  

 

（２）音楽を用いるイベント 

 ①音量の上限は 70 デシベルです。70 デシベル以内の場合でも、市役所利用者・職員・近

隣住民から苦情が寄せられた場合は音量を下げていただく等のご対応をお願いする場

合があります。本対応にご協力いただけない場合は、イベントを中止していただく場合

があるほか、今後のご利用をお断りする場合があります。この場合の損害について当市

は一切の責任を負いません。 

 ②著作権が存在する音源を使用する場合は、使用者の責任と負担において著作権管理団

体（JASRAC 等）の許可を得てください（JASRAC 大阪支部 TEL:06‐6222‐8261）。 

 

（３）電気を使用するイベント 

 主催者や各出店者が発電機を持ち込む場合は、イベント企画書へその旨を記載してくだ

さい。庁舎の分電盤を使用する場合は、イベント開始 1 週間前までに【別添 1 電気使用

計画書】及び【別添 2 分電盤 配置図】を提出してください。また、使用合計量及びルー

ルについては以下のとおりです。 

 ①各コンセントは【別添 2 分電盤 配置図】の青円 1 セット合計量 2KW(20A)までです。

使用合計量は全体で 10KW(100A)までとします。 

  ※2 つのコンセントに 1.5kw を使用することは出来ません。 

 ②電気事故の原因となりますので、タコ足配線はおやめください。 

 ③延長ケーブル等は全て伸ばした状態で使用してください。 

 ➃利用者の導線に係るコンセントの配線を行う場合は養生を行う等、利用者の通行の妨 

げとならない配線をお願いします。 

 ⑤利用当日は【別添 1 電気使用計画書】及び【別添 2 分電盤 配置図】に記載のとおり

の電気の使用をお願いします。復旧に時間を要する可能性があるため、申請にない電気

機器については主催者で発電機をご準備ください。 

 ⑥当日、電気使用に係るトラブルが発生した場合は中央監視室(072-784-8017)または守

衛室へご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別添 1(任意様式) 



【分電盤 配置図】 

各コンセント利用時の配線を記載してください。 

 

別添 2 



 

参考 


